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危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）(

抄)

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
取
扱
所
の
区
分
）

（
取
扱
所
の
区
分
）

第
三
条

法
第
十
条
の
取
扱
所
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。

第
三
条

法
第
十
条
の
取
扱
所
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。

一

専
ら
給
油
設
備
に
よ
つ
て
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
に
直
接
給
油
す
る

一

給
油
設
備
に
よ
つ
て
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
に
直
接
給
油
す
る
た
め

た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
取
扱
所
及
び
給
油
設
備
に
よ
つ
て
自
動
車
等
の

危
険
物
を
取
り
扱
う
取
扱
所
（
当
該
取
扱
所
に
お
い
て
併
せ
て
灯
油
若
し

燃
料
タ
ン
ク
に
直
接
給
油
す
る
た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
ほ
か
、
次
に
掲

く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
量
四
千
リ

げ
る
作
業
を
行
う
取
扱
所
（
以
下
こ
れ
ら
の
取
扱
所
を
「
給
油
取
扱
所
」

ッ
ト
ル
以
下
の
タ
ン
ク
（
容
量
二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
タ
ン
ク
に
あ
つ

と
い
う
。
）

て
は
、
そ
の
内
部
を
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
ご
と
に
仕
切
つ
た
も
の
に
限
る
。
）

イ

給
油
設
備
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
軽
油
を
車
両

に
注
入
す
る
た
め
固
定
し
た
注
油
設
備
に
よ
つ
て
危
険
物
を
取
り
扱
う
取

に
固
定
さ
れ
た
容
量
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
タ
ン
ク
（
容
量
二
千
リ
ッ

扱
所
を
含
む
。
以
下
「
給
油
取
扱
所
」
と
い
う
。
）

ト
ル
を
超
え
る
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
内
部
を
二
千
リ
ッ
ト
ル
以

下
ご
と
に
仕
切
つ
た
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
注
入
す

る
作
業

ロ

固
定
し
た
注
油
設
備
か
ら
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、

又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
量
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
タ
ン
ク
に
注
入

す
る
作
業

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
）

（
屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、

（
新
設
）

又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
各
項
に
掲
げ

る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

有
機
過
酸
化
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
も
の
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る

６

有
機
過
酸
化
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
も
の
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る

危
険
物
又
は
ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ア
ル
キ
ル
リ
チ
ウ
ム
そ
の
他
の
総

危
険
物
又
は
ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ア
ル
キ
ル
リ
チ
ウ
ム
そ
の
他
の
総

務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い

務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
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て
は
、
当
該
危
険
物
の
性
質
に
応
じ
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項
か
ら
第
四
項

て
は
、
当
該
危
険
物
の
性
質
に
応
じ
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
油
取
扱
所
の
基
準
）

（
給
油
取
扱
所
の
基
準
）

第
十
七
条

給
油
取
扱
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造

第
十
七
条

給
油
取
扱
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

給
油
取
扱
所
に
は
、
給
油
そ
の
他
の
業
務
の
た
め
の
建
築
物
（
避
難

十
六

給
油
取
扱
所
に
は
、
給
油
又
は
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
た
め
の
総

又
は
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供

務
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作

す
る
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
設
け
な
い
こ

物
を
設
け
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
油
取
扱
所
の
係
員
以
外

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
油
取
扱
所
の
係
員
以
外
の
者
が
出
入
す
る

の
者
が
出
入
す
る
建
築
物
の
部
分
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
床
面
積
の

建
築
物
の
部
分
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
床
面
積
の
合
計
は
、
避
難

合
計
は
、
避
難
又
は
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
総
務
省
令
で
定

又
は
防
火
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
を
超

め
る
面
積
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

え
て
は
な
ら
な
い
。

十
七
～
二
十
三

（
略
）

十
七
～
二
十
三

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
消
火
設
備
の
基
準
）

（
消
火
設
備
の
基
準
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

蓄
電
池
に
よ
り
貯
蔵
さ
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、

（
新
設
）

又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二
項
に
掲
げ

る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
取
扱
い
の
基
準
）

（
取
扱
い
の
基
準
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
危
険
物
の
取
扱
い
の
技

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
危
険
物
の
取
扱
い
の
技

術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

給
油
取
扱
所
（
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

一

給
油
取
扱
所
（
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
及
び
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
を
除
く
。
）
に
お

も
の
及
び
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
を
除
く
。
）
に
お

け
る
取
扱
い
の
基
準

け
る
取
扱
い
の
基
準

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）
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ニ

固
定
給
油
設
備
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
軽
油
を

（
新
設
）

車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注
入
す
る
と
き
は
、
容
器
又
は
車
両
の

一
部
若
し
く
は
全
部
が
給
油
空
地
か
ら
は
み
出
た
ま
ま
で
ガ
ソ
リ
ン
を

容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
軽
油
を
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注
入

し
な
い
こ
と
。

ホ

（
略
）

ニ

固
定
注
油
設
備
か
ら
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又

は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注
入
す
る
と
き
は
、
容
器
又
は
車
両

の
一
部
若
し
く
は
全
部
が
注
油
空
地
か
ら
は
み
出
た
ま
ま
で
灯
油
若
し

く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に

注
入
し
な
い
こ
と
。

ヘ

（
略
）

ホ

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
に
危
険
物

を
注
入
す
る
と
き
は
、
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油

タ
ン
ク
等
の
注
入
口
の
付
近
に
停
車
さ
せ
る
こ
と
。

（
削
る
）

ヘ

給
油
取
扱
所
に
専
用
タ
ン
ク
又
は
簡
易
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
タ
ン
ク
に
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
当
該
タ
ン
ク
に
接

続
す
る
固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
の
使
用
を
中
止
す
る
と
と

も
に
、
自
動
車
等
を
当
該
タ
ン
ク
の
注
入
口
に
近
づ
け
な
い
こ
と
。

ト

給
油
取
扱
所
に
専
用
タ
ン
ク
又
は
簡
易
タ
ン
ク
（
以
下
こ
の
ト
及
び

（
新
設
）

チ
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
専
用
タ
ン
ク
等
に
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑴

当
該
専
用
タ
ン
ク
等
に
接
続
す
る
固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油

設
備
の
使
用
を
中
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
専
用
タ
ン
ク
に
危
険
物

を
注
入
す
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑵

自
動
車
等
を
当
該
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口
に
近
づ
け
な
い
こ
と
。

チ

固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
に
は
、
当
該
固
定
給
油
設
備
又

ト

固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
に
は
、
当
該
固
定
給
油
設
備
又

は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ
ン
ク
等
の
配
管
以
外
の
も
の
に

は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ
ン
ク
又
は
簡
易
タ
ン
ク
の
配
管

よ
つ
て
、
危
険
物
を
注
入
し
な
い
こ
と
。

以
外
の
も
の
に
よ
つ
て
、
危
険
物
を
注
入
し
な
い
こ
と
。

リ

（
略
）

チ

自
動
車
等
に
給
油
す
る
と
き
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
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固
定
給
油
設
備
又
は
専
用
タ
ン
ク
の
注
入
口
若
し
く
は
通
気
管
の
周
囲

で
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
に
お
い
て
は
、
他
の
自
動
車
等
が
駐
車
す

る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
等
の
点
検
若
し
く
は
整
備
又

は
洗
浄
を
行
わ
な
い
こ
と
。

ヌ

（
略
）

リ

第
十
七
条
第
二
項
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
空
地
に
は
、
自
動

車
等
が
駐
車
又
は
停
車
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
避
難
上
支

障
と
な
る
物
件
を
置
か
な
い
こ
と
。

ル

（
略
）

ヌ

第
十
七
条
第
二
項
第
九
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
屋
内
給
油
取
扱
所

に
お
い
て
専
用
タ
ン
ク
に
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
可
燃
性
の
蒸

気
の
放
出
を
防
止
す
る
た
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
こ
と
。

ヲ

（
略
）

ル

自
動
車
等
の
洗
浄
を
行
う
場
合
は
、
引
火
点
を
有
す
る
液
体
の
洗
剤

を
使
用
し
な
い
こ
と
。

ワ

（
略
）

ヲ

物
品
の
販
売
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
十
七
条
第
一
項
第
十
七
号
の
建
築
物
（
屋
内

給
油
取
扱
所
に
あ
つ
て
は
、
建
築
物
の
屋
内
給
油
取
扱
所
の
用
に
供
す

る
部
分
）
の
一
階
（
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
の
み
で
行

う
こ
と
。

カ

給
油
の
業
務
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
係
員
以
外
の
者
を
出
入

ワ

給
油
の
業
務
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
係
員
以
外
の
者
を
出
入

さ
せ
な
い
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
省
令
で

さ
せ
な
い
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヨ

顧
客
に
自
ら
自
動
車
等
に
給
油
さ
せ
、
又
は
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
若
し

カ

顧
客
に
自
ら
自
動
車
等
に
給
油
さ
せ
、
又
は
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を

く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
さ
せ
、
若
し
く
は
灯
油
若
し
く
は
軽
油

容
器
に
詰
め
替
え
さ
せ
、
若
し
く
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注

を
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注
入
さ
せ
な
い
こ
と
。

入
さ
せ
な
い
こ
と
。

一
の
二

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
給
油
取
扱

一
の
二

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
給
油
取
扱

所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
チ
を
除
く
。
）
の

所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の

規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一
の
三

顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の

一
の
三

顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の

基
準
は
、
第
一
号
（
ヨ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
省

基
準
は
、
第
一
号
（
カ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。



- 5 -

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）


